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⽕
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う⽕

災
感
知
器
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更

本
資

料
の

うち
，

は
商

業
秘

密
⼜

は
核

物
質

防
護

上
の

観
点

か
ら公

開
で

き
ま

せ
ん

。

補
⾜

－
４

1
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2

⽕
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う⽕

災
感
知
器
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更

別
途
説
明
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3

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
１

．
申

請
概

要


今
回

⼯
認

に
お

い
て

は
，

⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
，

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
⼤

事
故

等
対

処
施

設
（

Ｄ
Ｂ

トン
ネ

ル
，

Ｓ
Ａ

トン
ネ

ル
，

及
び

特
定

重
⼤

事
故

等
対

処
施

設
を

除
く。

）
に

係
る

「そ
の

他
発

電
⽤

原
⼦

炉
の

附
属

施
設

」の
うち

「⽕
災

防
護

設
備

」の
基

本
設

計
⽅

針
及

び
関

連
す

る
添

付
書

類
を

変
更

す
る

。


表
２

に
今

回
⼯

認
に

係
る

申
請

概
要

を
⽰

す
。

No
.

項
⽬

申
請

概
要

1
⽕

災
防

護
設

備
の

基
本

設
計

⽅
針

，
適

⽤
基

準
及

び
適

⽤
規

格
⽕

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

を
踏

ま
え

て
，

基
本

設
計

⽅
針

に
⽕

災
感

知
器

及
び

⽕
災

感
知

器
と同

等
の

機
能

を
有

す
る

機
器

（
以

下
「⽕

災
感

知
器

等
」と

い
う。

）
の

設
置

⽅
法

の
記

載
を

追
加

す
る

。な
お

，
適

⽤
基

準
及

び
適

⽤
規

格
に

は
変

更
は

な
い

。
2

⽕
災

防
護

設
備

に
係

る
⼯

事
の

⽅
法

設
計

及
び

⼯
事

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
⼯

事
の

⽅
法

及
び

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

⽰
す

。な
お

，
本

申
請

は
⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

及
び

配
置

を
変

更
す

る
も

の
で

あ
り，

⼯
事

の
⽅

法
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

変
更

は
な

い
。

3
Ⅴ

-1
-1

-1
発

電
⽤

原
⼦

炉
の

設
置

の
許

可
との

整
合

性
に

関
す

る
説

明
書

今
回

⼯
認

で
追

加
した

⼯
事

の
計

画
（

基
本

設
計

⽅
針

）
と設

置
許

可
申

請
書

との
整

合
性

を
⽰

す
。

４
Ⅴ

-1
-1

-6
安

全
設

備
及

び
重

⼤
事

故
等

対
処

設
備

が
使

⽤
され

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
⽕

災
感

知
器

等
の

共
⽤

の
設

計
に

つ
い

て
⽰

す
。な

お
，

本
申

請
は

種
別

及
び

配
置

を
変

更
す

る
も

の
で

あ
り，

共
⽤

の
設

計
に

変
更

は
な

い
。

5
Ⅴ

-1
-1

-7
発

電
⽤

原
⼦

炉
施

設
の

⽕
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
⽕

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

を
踏

ま
え

て
，

⽕
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
に

関
す

る
設

計
に

つ
い

て
⽰

す
。

6
Ⅴ

-1
-1

0 
設

計
及

び
⼯

事
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
関

す
る

説
明

書
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
⽰

す
。な

お
，

本
申

請
は

⽕
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
を

変
更

す
る

も
の

で
あ

り，
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

変
更

は
な

い
。

7
Ⅴ

-2
 耐

震
性

に
関

す
る

説
明

書
（

Ⅴ
-1

-8
-3

 原
⼦

炉
格

納
施

設
の

基
礎

に
関

す
る

説
明

書
 含

む
）

耐
震

設
計

の
基

本
⽅

針
及

び
⽕

災
感

知
設

備
を

設
置

す
る

建
屋

の
地

盤
，

耐
震

性
に

つ
い

て
⽰

す
。

な
お

，
今

回
⼯

認
は

種
別

及
び

配
置

を
変

更
す

る
も

の
で

あ
り，

耐
震

設
計

の
基

本
⽅

針
及

び
建

屋
の

地
盤

，
耐

震
性

に
変

更
は

な
い

。
ま

た
，

⽕
災

感
知

器
等

の
取

付
⽅

法
は

，
既

⼯
認

に
て

構
造

強
度

を
有

して
い

る
こと

を
確

認
した

⽅
法

で
取

り付
け

る
た

め
変

更
は

な
い

。

表
２

今
回

⼯
認

に
係

る
申

請
概

要
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4

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
２

．
適

⽤
条

⽂


表
３

に
今

回
⼯

認
に

係
る

審
査

対
象

条
⽂

を
⽰

す
。適

⽤
条

⽂
の

整
理

に
つ

い
て

は
，

補
⾜

－
１

に
⽰

す
。

技
術

基
準

規
則

理
由

関
連

す
る

審
査

書
類

第
11

条
⽕

災
に

よ
る

損
傷

の
防

⽌

設
計

基
準

対
象

施
設

の
⽕

災
に

よ
る

損
傷

の
防

⽌
に

対
す

る
要

求
で

あ
り，

⽕
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
の

変
更

が
，

⽕
災

に
よ

る
損

傷
の

防
⽌

に
関

す
る

設
計

に
影

響
が

な
い

こと
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
，

本
条

⽂
は

審
査

対
象

条
⽂

で
あ

る
。

・Ⅴ
-1

-1
-7

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

の
⽕

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

第
52

条
⽕

災
に

よ
る

損
傷

の
防

⽌

重
⼤

事
故

等
対

処
施

設
の

⽕
災

に
よ

る
損

傷
の

防
⽌

に
対

す
る

要
求

で
あ

り，
⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
が

，
⽕

災
に

よ
る

損
傷

の
防

⽌
に

関
す

る
設

計
に

影
響

が
な

い
こと

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

，
本

条
⽂

は
審

査
対

象
条

⽂
で

あ
る

。

・Ⅴ
-1

-1
-7

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

の
⽕

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

表
３

今
回

⼯
認

に
係

る
審

査
対

象
条

⽂
整

理
表

第
4条

（
設

計
基

準
対

象
施

設
の

地
盤

）
，

第
5条

（
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

⽌
）

，
第

14
条

（
安

全
設

備
）

，
第

15
条

（
設

計
基

準
対

象
施

設
の

機
能

）
に

つ
い

て
も

、設
計

基
準

対
象

施
設

に
対

す
る

要
求

で
あ

り関
係

条
⽂

とな
る

が
，

今
回

⼯
認

に
お

い
て

，
既

⼯
認

の
適

合
性

確
認

結
果

に
影

響
を

与
え

る
も

の
で

は
な

い
。
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5

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
３

．
⽕

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

後
に

お
け

る
⽕

災
感

知
設

備
に

係
る

要
求

事
項


表

４
に

⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
前

後
に

お
け

る
⽕

災
防

護
設

備
（

2.
2.

1（
1）

に
係

る
事

項
）

に
対

す
る

要
求

事
項

を
⽐

較
し，

改
正

に
伴

う要
求

事
項

の
変

更
点

を
整

理
した

。

改
正

前
改

正
後

要
求

事
項

の
変

更
点

2.
2

⽕
災

の
感

知
、消

⽕
2.

2.
1

⽕
災

感
知

設
備

及
び

消
⽕

設
備

は
、以

下
の

各
号

に
掲

げ
る

よ
うに

、安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
及

び
機

器
に

対
す

る
⽕

災
の

影
響

を
限

定
し、

早
期

の
⽕

災
感

知
及

び
消

⽕
を

⾏
え

る
設

計
で

あ
る

こと
。

(1
)

⽕
災

感
知

設
備

①
各

⽕
災

区
域

に
お

け
る

放
射

線
、取

付
⾯

⾼
さ、

温
度

、湿
度

、空
気

流
等

の
環

境
条

件
や

予
想

され
る

⽕
災

の
性

質
を

考
慮

し
て

型
式

を
選

定
し、

早
期

に
⽕

災
を

感
知

で
き

る
場

所
に

設
置

す
る

こと
。

②
⽕

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う固

有
の

信
号

を
発

す
る

異
な

る
種

類
の

感
知

器
⼜

は
同

等
の

機
能

を
有

す
る

機
器

を
組

合
せ

て
設

置
す

る
こと

。ま
た

、そ
の

設
置

に
あ

た
って

は
、感

知
器

等
の

誤
作

動
を

防
⽌

す
る

た
め

の
⽅

策
を

講
じる

こと
。

③
外

部
電

源
喪

失
時

に
機

能
を

失
わ

な
い

よ
うに

、電
源

を
確

保
す

る
設

計
で

あ
る

こと
。

④
中

央
制

御
室

等
で

適
切

に
監

視
で

き
る

設
計

で
あ

る
こと

。

2.
2

⽕
災

の
感

知
・消

⽕
2.

2.
1

⽕
災

感
知

設
備

及
び

消
⽕

設
備

は
、以

下
の

各
号

に
掲

げ
る

よ
うに

、安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
及

び
機

器
に

対
す

る
⽕

災
の

影
響

を
限

定
し、

早
期

の
⽕

災
感

知
及

び
消

⽕
を

⾏
え

る
設

計
で

あ
る

こと
。

(1
)

⽕
災

感
知

設
備

①
各

⽕
災

区
域

に
お

け
る

放
射

線
、取

付
⾯

⾼
さ、

温
度

、湿
度

、空
気

流
等

の
環

境
条

件
や

予
想

され
る

⽕
災

の
性

質
を

考
慮

し
て

型
式

を
選

定
し、

早
期

に
⽕

災
を

感
知

で
き

る
よ

う固
有

の
信

号
を

発
す

る
異

な
る

感
知

⽅
式

の
感

知
器

等
（

感
知

器
及

び
これ

と同
等

の
機

能
を

有
す

る
機

器
を

い
う。

以
下

同
じ。

）
を

それ
ぞ

れ
設

置
す

る
こ

と。
ま

た
、そ

の
設

置
に

当
た

って
は

、感
知

器
等

の
誤

作
動

を
防

⽌
す

る
た

め
の

⽅
策

を
講

ず
る

こと
。

②
感

知
器

に
つ

い
て

は
消

防
法

施
⾏

規
則

（
昭

和
３

６
年

⾃
治

省
令

第
６

号
）

第
２

３
条

第
４

項
に

従
い

、感
知

器
と同

等
の

機
能

を
有

す
る

機
器

に
つ

い
て

は
同

項
に

お
い

て
求

め
る

⽕
災

区
域

内
の

感
知

器
の

網
羅

性
及

び
⽕

災
報

知
設

備
の

感
知

器
及

び
発

信
機

に
係

る
技

術
上

の
規

格
を

定
め

る
省

令
（

昭
和

５
６

年
⾃

治
省

令
第

１
７

号
）

第
１

２
条

か
ら第

１
８

条
ま

で
に

定
め

る
感

知
性

能
と

同
等

以
上

の
⽅

法
に

よ
り設

置
す

る
こと

。
③

外
部

電
源

喪
失

時
に

機
能

を
失

わ
な

い
よ

うに
、電

源
を

確
保

す
る

設
計

で
あ

る
こと

。
④

中
央

制
御

室
で

適
切

に
監

視
で

き
る

設
計

で
あ

る
こと

。

ａ
．

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
・要

求
事

項
に

変
更

は
な

い

ｂ
．

異
な

る
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器
等

の
設

置
及

び
誤

作
動

防
⽌

・異
な

る
感

知
⽅

式
の

感
知

器
等

を
設

置
す

る
こと

を
明

記
ｃ

．
⽕

災
感

知
器

等
の

設
置

⽅
法 ・⽕

災
感

知
器

等
は

消
防

法
施

⾏
規

則
等

に
従

って
設

置
す

る
こと

を
明

記

ｄ
．

電
源

確
保

・要
求

事
項

に
変

更
は

な
い

ｅ
．

監
視

場
所

・中
央

制
御

室
に

て
監

視
で

き
る

こと
を

明
記

表
４

⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
後

に
お

け
る

⽕
災

感
知

設
備

に
対

す
る

要
求

事
項

の
変

更
点

の
整

理

288



6

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更

変
更

前
（

既
⼯

認
）

変
更

後
（

今
回

⼯
認

）
基

準
要

求
事

項
の

変
更

点
との

関
係

等
第

2章
個

別
項

⽬
1.

⽕
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
⽅

針
(2

)
⽕

災
の

感
知

及
び

消
⽕

a.
⽕

災
感

知
設

備

（
記

載
な

し）

第
2章

個
別

項
⽬

1.
⽕

災
防

護
設

備
の

基
本

設
計

⽅
針

(2
)

⽕
災

の
感

知
及

び
消

⽕
a.

⽕
災

感
知

設
備

(a
)

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

⼤
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
⽕

災
区

域
⼜

は
⽕

災
区

画
（

Ｄ
Ｂ

トン
ネ

ル
，

Ｓ
Ａ

トン
ネ

ル
及

び
を

除
く。

）
の

⽕
災

感
知

設
備

の
設

計

申
請

範
囲

を
明

確
に

す
る

た
め

，
項

⽬
を

追
加

。

⽕
災

感
知

設
備

の
⽕

災
感

知
器

（
⼀

部
「東

海
，

東
海

第
⼆

発
電

所
共

⽤
」（

以
下

同
じ。

）
）

は
，

⽕
災

区
域

⼜
は

⽕
災

区
画

に
お

け
る

放
射

線
，

取
付

⾯
⾼

さ，
温

度
，

湿
度

，
空

気
流

等
の

環
境

条
件

，
予

想
され

る
⽕

災
の

性
質

を
考

慮
し，

⽕
災

感
知

器
を

設
置

す
る

⽕
災

区
域

⼜
は

⽕
災

区
画

の
⽕

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
⼤

事
故

等
対

処
施

設
の

種
類

に
応

じ，
⽕

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う，

固
有

の
信

号
を

発
す

る
ア

ナ
ロ

グ
式

の
煙

感
知

器
及

び
ア

ナ
ロ

グ
式

の
熱

感
知

器
の

異
な

る
種

類
の

⽕
災

感
知

器
を

組
み

合
わ

せ
て

設
置

す
る

設
計

とす
る

。 た
だ

し，
発

⽕
性

⼜
は

引
⽕

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
それ

の
あ

る
場

所
及

び
屋

外
等

は
，

環
境

条
件

や
⽕

災
の

性
質

を
考

慮
し，

⾮
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

（
⾚

外
線

⽅
式

）
，

⾮
ア

ナ
ログ

式
の

防
爆

型
熱

感
知

器
，

⾮
ア

ナ
ログ

式
の

防
爆

型
煙

感
知

器
，

⾮
ア

ナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
炎

感
知

器
（

⾚
外

線
⽅

式
）

，
ア

ナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
熱

感
知

カメ
ラ及

び
⾮

ア
ナ

ログ
式

の
熱

感
知

器
も

含
め

た
組

み
合

わ
せ

で
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

（
変

更
な

し）

表
４

に
⽰

す
要

求
事

項
の

変
更

点
ａ

．
及

び
ｂ

．
の

とお
り要

求
事

項
に

変
更

が
あ

る
が

，
改

正
前

に
お

い
て

も
環

境
条

件
を

考
慮

し⽕
災

感
知

器
等

を
選

定
し，

異
な

る
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器
等

を
設

置
し

，
ま

た
，

誤
作

動
防

⽌
の

⽅
策

を
講

じ
る

設
計

とし
て

い
る

た
め

，
既

⼯
認

か
ら変

更
は

な
い

。

表
５

⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
た

基
本

設
計

⽅
針

の
変

更
前

後
表

（
抜

粋
）

 （
１

／
２

）

４
．

⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
た

基
本

設
計

⽅
針

の
変

更


⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
，

基
本

設
計

⽅
針

に
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

及
び

設
置

⽅
法

に
つ

い
て

消
防

法
施

⾏
規

則
等

に
従

い
設

計
す

る
よ

う表
５

の
とお

り追
記

す
る

。
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7

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更

変
更

前
（

既
⼯

認
）

変
更

後
（

今
回

⼯
認

）
基

準
要

求
事

項
の

変
更

点
との

関
係

等

（
記

載
な

し）

⽕
災

感
知

器
に

つ
い

て
は

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
に

従
い

，
⽕

災
感

知
器

と同
等

の
機

能
を

有
す

る
機

器
に

つ
い

て
は

同
項

に
お

い
て

求
め

る
⽕

災
区

域
内

の
⽕

災
感

知
器

の
網

羅
性

及
び

⽕
災

報
知

設
備

の
感

知
器

及
び

発
信

機
に

係
る

技
術

上
の

規
格

を
定

め
る

省
令

第
12

条
か

ら第
18

条
ま

で
に

定
め

る
感

知
性

能
と同

等
以

上
の

⽅
法

に
よ

り
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

ま
た

，
⽕

災
感

知
器

の
設

置
⽅

法
に

つ
い

て
は

，
⽕

災
の

感
知

に
⽀

障
が

な
い

こと
を

確
認

した
設

置
⽅

法
に

つ
い

て
も

適
⽤

す
る

設
計

とす
る

。

表
４

に
⽰

す
要

求
事

項
の

変
更

点
ｃ

．
を

踏
ま

え
，

⽕
災

感
知

器
等

は
消

防
法

施
⾏

規
則

に
基

づ
く等

に
よ

り設
置

す
る

こ
と及

び
⽀

障
が

な
い

こと
を

確
認

し
た

設
置

⽅
法

※
に

つ
い

て
も

適
⽤

す
る

こと
を

追
記

。

・・
・

⽕
災

感
知

設
備

の
うち

⽕
災

受
信

機
盤

は
中

央
制

御
室

に
設

置
し

，
⽕

災
感

知
設

備
の

作
動

状
況

を
常

時
監

視
で

き
る

設
計

とす
る

。

・・
・

⽕
災

感
知

設
備

は
，

外
部

電
源

喪
失

時
⼜

は
全

交
流

動
⼒

電
源

喪
失

時
に

お
い

て
も

⽕
災

の
感

知
が

可
能

とな
る

よ
うに

蓄
電

池
を設

け
，

電
源

を
確

保
す

る
設

計
とす

る
。ま

た
，

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

⼤
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
⽕

災
区

域
⼜

は
⽕

災
区

画
の

⽕
災

感
知

設
備

の
電

源
は

，
⾮

常
⽤

電
源

，
常

設
代

替
⾼

圧
電

源
装

置
⼜

は
緊

急
時

対
策

所
⽤

発
電

機
か

らの
受

電
も

可
能

な
設

計
とす

る
。

（
変

更
な

し）

（
変

更
な

し）

表
４

に
⽰

す
要

求
事

項
の

変
更

点
ｅ

．
に

対
し，

⽕
災

受
信

機
盤

は
中

央
制

御
室

に
設

置
す

る
設

計
と

して
お

り，
既

⼯
認

か
ら変

更
は

な
い

。
表

４
に

⽰
す

要
求

事
項

の
変

更
点

ｄ
．

に
対

し，
外

部
電

源
喪

失
時

⼜
は

全
交

流
動

⼒
電

源
喪

失
時

に
機

能
を

失
わ

な
い

よ
うに

、
電

源
を

確
保

す
る

設
計

と
して

お
り，

既
⼯

認
か

ら変
更

は
な

い
。

表
５

⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
た

基
本

設
計

⽅
針

の
変

更
前

後
表

（
抜

粋
）

（
２

／
２

）

※
以

下
に

⽰
す

⾃
動

⽕
災

報
知

設
備

⼯
事

基
準

書
に

定
め

る
設

計
に

つ
い

て
，

⽕
災

の
感

知
に

⽀
障

が
な

い
こと

を確
認

した
上

で
適

⽤
す

る
。

①
感

知
区

域
の

⾯
積

が
⼩

さく
，

隣
接

感
知

区
域

に
⽕

災
感

知
器

が
あ

る
とき

に
，

⼀
定

の
範

囲
を限

定
とし

て
，

⽕
災

感
知

器
の

設
置

を⾏
わ

な
い

設
計

②
⽕

災
感

知
器

の
設

置
⾯

か
ら換

気
⼝

等
の

空
気

吹
き

出
し⼝

ま
で

の
鉛

直
距

離
が

1ｍ
以

上
あ

る
とき

に
，

⽕
災

感
知

器
と空

気
吹

き
出

し⼝
との

⽔
平

距
離

が
1.

5ｍ
を

下
回

って
い

る
位

置
に

⽕
災

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計
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8

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
５

．
⽕

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

に
よ

る
⽕

災
感

知
器

等
の

設
置

⽅
法

の
変

更
に

対
す

る
対

応
５

.１
⽕

災
感

知
器

等
の

設
置

⽅
法

の
変

更
に

よ
る

対
応

⽅
針


⽕

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
等

の
種

別
の

選
定

に
当

た
り，

図
１

に
⽰

す
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
の

選
定

フロ
ー

に
基

づ
き

，
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
を

分
類

す
る

。


⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
選

定
フロ

ー
に

基
づ

き
，

分
類

した
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
の

環
境

条
件

等
に

応
じ，

⽕
災

感
知

器
等

の
種

別
を

選
定

す
る

。

図
１

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
選

定
フロ

ー
（

１
／

２
）

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

⼤
事

故
等

対
処

施
設

の
配

置
等

か
ら⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
を

設
定

屋
外

の
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
か

屋
外

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

（
分

類
6）

（
２

／
２

）
へ

Ye
s

Ye
s

No

No

⽕
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
（

分
類

5）

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
⼜

は
重

⼤
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
か

⽕
災

の
発

⽣
が

想
定

され
な

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
か

No

消
防

法
⼜

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
く⽕

災
感

知
器

を
設

け
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

（
分

類
4）

Ye
s

⽕
災

の
影

響
に

よ
り安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
さな

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
か

Ye
s

No

291



9

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更

図
１

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
選

定
フロ

ー
（

２
／

２
）

（
１

／
２

）
よ

り

天
井

が
⾼

く，
煙

や
熱

が
拡

散
しや

す
い

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

か

放
射

線
に

よ
る

⽕
災

感
知

器
の

故
障

⼜
は

可
燃

性
気

体
の

発
⽣

が
想

定
され

る
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
か

原
⼦

炉
建

屋
原

⼦
炉

棟
6階

（
オ

ペ
レ

ー
テ

ィン
グ

フロ
ア

）
（

分
類

2）

⾼
線

量
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
，

発
⽕

性
⼜

は
引

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

（
分

類
1）

⼀
般

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

（
分

類
3）

Ye
s

Ye
s

No

No

取
付

け
⾯

の
⾼

さが
20

m
以

上
とな

る
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
か

⾼
天

井
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
（

分
類

7）

Ye
s

No

292



10

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
５

.２
⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

の
選

定


⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
選

定
フロ

ー
に

基
づ

き
分

類
した

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
環

境
条

件
等

に
応

じた
⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

の
選

定
結

果
を

表
６

に
⽰

す
。⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

の
選

定
根

拠
は

５
.３

に
⽰

す
。


選

定
した

⽕
災

感
知

器
等

に
つ

い
て

は
，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

⼜
は

消
防

法
施

⾏
規

則
等

と同
等

以
上

の
⽅

法
に

よ
り設

置
す

る
。


⽕

災
感

知
器

等
は

，
無

炎
⽕

災
と有

炎
⽕

災
を

考
慮

し，
⽕

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う，

煙
感

知
器

と熱
感

知
器

⼜
は

炎
感

知
器

を
組

合
せ

た
設

計
とす

る
。

分
類

該
当

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

例
⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

選
定

結
果

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う変
更

点
補

⾜
説

明

１
⾼

線
量

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

，
発

⽕
性

⼜
は

引
⽕

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
それ

の
あ

る
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画

・主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

・蓄
電

池
室

・燃
料

貯
蔵

タン
ク設

置
区

域

・⾮
ア

ナ
ログ

式
煙

感
知

器
（

防
爆

含
む

）
・⾮

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

（
防

爆
含

む
）

・ア
ナ

ログ
式

煙
吸

引
式

検
出

設
備

当
該

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
⽕

災
感

知
器

等
は

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
⼜

は
消

防
法

施
⾏

規
則

等
と

同
等

以
上

の
⽅

法
に

よ
り設

計
して

お
り，

既
⼯

認
か

ら変
更

な
し。

P1
4〜

P1
8

参
照

２
原

⼦
炉

建
屋

原
⼦

炉
棟

6階
（

オ
ペ

レ
ー

テ
ィン

グ
フ

ロア
）

・原
⼦

炉
建

屋
原

⼦
炉

棟
6階

（
オ

ペ
レ

ー
テ

ィン
グ

フロ
ア

）
・ア

ナ
ログ

式
光

電
分

離
型

煙
感

知
器

・⾮
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器

当
該

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
⽕

災
感

知
器

等
は

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
に

基
づ

き
設

置
して

お
り，

既
⼯

認
か

ら変
更

な
し。

３
⼀

般
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
・原

⼦
炉

建
屋

通
路

部
・タ

ー
ビン

建
屋

（
ヒー

ター
室

）
等

・ア
ナ

ログ
式

煙
感

知
器

※
１

・ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

※
１

・⾮
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

に
従

い
，

⽕
災

感
知

器
の

種
別

を
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器
か

ら⾮
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器
に

⼀
部

変
更

す
る

。

P1
2，

P2
0，

P2
1参

照

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

⼜
は

消
防

法
施

⾏
規

則
等

と同
等

以
上

の
⽅

法
に

よ
り，

⽕
災

感
知

器
等

の
配

置
を

変
更

す
る

。

P1
3〜

P1
8，

P2
0，

P2
1

参
照

表
６

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
環

境
条

件
等

に
応

じた
⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

の
選

定
結

果
（

１
／

２
）

※
１

︓
原

⼦
炉

格
納

容
器

に
設

置
す

る
⽕

災
感

知
器

は
，

起
動

時
の

窒
素

封
⼊

後
に

作
動

信
号

を
除

外
す

る
運

⽤
とし

，
プ

ラン
ト停

⽌
後

に
取

替
を

⾏
う。
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11

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
５

.２
⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

の
選

定


⽕
災

防
護

審
査

基
準

に
よ

らな
い

⽕
災

感
知

器
に

係
る

設
計

分
類

該
当

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

例
⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

選
定

結
果

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う変
更

点
補

⾜
説

明

４
消

防
法

⼜
は

建
築

基
準

法
に

基
づ

く⽕
災

感
知

器
を

設
け

る
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画

・⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
⼜

は
重

⼤
事

故
等

対
処

施
設

に
含

ま
れ

な
い

機
器

等
を

設
け

た
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
・不

燃
性

材
料

で
あ

る
コン

クリ
ー

ト⼜
は

⾦
属

に
よ

り構
成

され
た

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
の

み
を

設
け

た
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
・排

気
筒

モ
ニタ

設
置

区
画

－
安

全
機

能
⼜

は
重

⼤
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

機
能

が
⽕

災
に

よ
り影

響
を

受
け

な
い

こと
か

ら消
防

法
⼜

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
く⽕

災
感

知
器

を
設

け
る

設
計

とし
て

お
り，

既
⼯

認
か

ら変
更

な
し。

５
⽕

災
感

知
器

等
を

設
置

し
な

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画

・⾮
常

⽤
デ

ィー
ゼ

ル
発

電
機

ル
ー

フベ
ント

ファ
ン室

・原
⼦

炉
建

屋
付

属
棟

屋
上

・使
⽤

済
燃

料
プ

ー
ル

，
復

⽔
貯

蔵
タン

ク，
使

⽤
済

樹
脂

タン
ク

－
発

⽕
源

とな
る

可
燃

物
が

な
く可

燃
物

管
理

に
より

可
燃

物
を

持
ち

込
ま

な
い

運
⽤

とす
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

⼜
は

内
部

が
⽔

で
満

た
され

て
お

り⽕
災

が
発

⽣
す

る
お

それ
が

な
い

た
め

，
⽕

災
感

知
器

等
を

設
置

しな
い

設
計

とし
て

お
り，

既
⼯

認
か

ら変
更

な
し。

６
屋

外
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
・海

⽔
ポ

ンプ
室

・常
設

代
替

⾼
圧

電
源

装
置

置
場

・⾮
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器
・ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

カメ
ラ

当
該

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
⽕

災
感

知
器

等
は

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
の

適
⽤

対
象

で
は

な
い

た
め

，
⽕

災
の

検
知

に
影

響
を

及
ぼ

す
死

⾓
が

な
い

よ
う⽕

災
感

知
器

等
を

設
置

す
る

設
計

とし
て

お
り，

既
⼯

認
か

ら変
更

な
し。

P2
2，

P2
3

参
照

７
⾼

天
井

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

・該
当

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

な
し （
原

⼦
炉

建
屋

原
⼦

炉
棟

6階
（

オ
ぺ

レ
ー

テ
ィン

グ
フロ

ア
）

は
天

井
⾼

さ2
0ｍ

未
満

の
た

め
，

該
当

しな
い

）

－
該

当
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
が

な
い

た
め

，
既

⼯
認

か
ら変

更
な

し。

表
６

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
環

境
条

件
等

に
応

じた
⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

の
選

定
結

果
（

２
／

２
）
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12

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
５

.３
⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

の
選

定
根

拠


消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

で
定

め
る

⽕
災

感
知

器
の

設
置

要
件

に
お

い
て

は
，

取
付

け
⾯

の
⾼

さ8
ｍ

以
上

に
は

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

の
設

置
が

認
め

られ
な

い
た

め
，

⼀
般

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
うち

⽕
災

感
知

器
の

取
付

け
⾯

の
⾼

さが
8ｍ

以
上

とな
る

箇
所

に
つ

い
て

は
，

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

か
ら⾮

ア
ナ

ログ
式

炎
感

知
器

に
種

別
を

変
更

す
る

。


表
７

に
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
の

設
置

要
件

，
表

８
に

⽕
災

感
知

器
の

選
定

結
果

を
⽰

す
。

煙
感

知
器

※
1

（
１

種
及

び
２

種
）

熱
感

知
器

※
1

炎
感

知
器

４
m

未
満

15
0m

２
70

m
２

床
⾯

か
ら⾼

さ1
.2

ｍ
ま

で
の

空
間

が
公

称
監

視
距

離
の

範
囲

内
とな

る
よ

う設
置

（
５

.４
（

１
）

図
２

参
照

）

4m
以

上
8m

未
満

75
m

２
※

2
35

m
２

8m
以

上
20

m
未

満
－

表
７

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

の
設

置
要

件

⼀
般

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
⽕

災
感

知
器

の
組

合
せ

⽕
災

感
知

器
取

付
け

⾯
⾼

さ8
ｍ

未
満

の
場

所
⽕

災
感

知
器

取
付

け
⾯

⾼
さ

8ｍ
以

上
20

ｍ
未

満
の

場
所

変
更

前
ア

ナ
ログ

式
煙

感
知

器
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器
ア

ナ
ログ

式
煙

感
知

器
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器
変

更
後

ア
ナ

ログ
式

煙
感

知
器

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

ア
ナ

ログ
式

煙
感

知
器

⾮
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器

表
８

⽕
災

感
知

器
の

選
定

結
果

※
1︓

表
に

定
め

る
床

⾯
積

に
つ

き
1個

以
上

の
個

数
を

，
⽕

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

うに
設

け
る

。
※

2︓
15

ｍ
以

上
20

ｍ
未

満
は

2種
を

除
く。
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13

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
５

.４
⽕

災
感

知
器

の
配

置
の

変
更


⽕

災
感

知
器

は
，

消
防

法
施

⾏
規

則
⼜

は
⾃

動
⽕

災
報

知
設

備
⼯

事
基

準
書

の
設

置
要

件
に

従
い

配
置

を
変

更
す

る
。


以

下
に

消
防

法
施

⾏
規

則
及

び
⾃

動
⽕

災
報

知
設

備
⼯

事
基

準
書

の
設

置
要

件
を

⽰
す

。

（
１

）
⾮

ア
ナ

ログ
式

炎
感

知
器

に
係

る
消

防
法

施
⾏

規
則

の
要

件
①

⾮
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器
は

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
第

7の
4号

の
規

定
よ

り，
床

⾯
か

ら⾼
さ1

.2
ｍ

ま
で

の
空

間
の

各
部

分
か

ら当
該

感
知

器
ま

で
の

距
離

を
公

称
監

視
距

離
の

範
囲

内
とし

，
障

害
物

等
に

よ
り有

効
に

⽕
災

の
発

⽣
を

感
知

で
き

な
い

こと
が

な
い

よ
うに

設
け

る
。

②
図

２
に

⾮
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器
の

配
置

イメ
ー

ジ
を

⽰
す

。

⽕
災

防
護

対
象

機
器

床
1.

2ｍ

凡
例

︓
⾮

ア
ナ

ログ
式

炎
感

知
器

天
井

図
２

⾮
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器
の

配
置

イメ
ー

ジ
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⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
（

２
）

煙
感

知
器

に
係

る
消

防
法

施
⾏

規
則

の
要

件
①

煙
感

知
器

は
，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

第
3号

及
び

第
7号

の
規

定
よ

り，
感

知
区

域
（

壁
⼜

は
取

付
け

⾯
か

ら0
.6

ｍ
以

上
突

出
した

は
り等

に
よ

って
区

画
され

た
部

分
）

ご
とに

，
取

付
け

⾯
⾼

さに
応

じて
，

表
９

で
定

め
る

床
⾯

積
に

つ
き

1個
以

上
の

個
数

を
，

⽕
災

を
有

効
に

感
知

す
る

よ
うに

設
け

る
。

②
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
第

7号
ニの

規
定

よ
り，

煙
感

知
器

は
，

壁
⼜

は
は

りか
ら0

.6
ｍ

以
上

離
れ

た
位

置
に

設
け

る
。

③
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
第

8号
の

規
定

よ
り，

感
知

器
は

，
作

動
式

分
布

及
び

光
電

式
分

離
型

の
も

の
並

び
に

炎
感

知
器

を
除

き
，

換
気

⼝
等

の
空

気
吹

出
し⼝

か
ら1

.5
ｍ

以
上

離
れ

た
位

置
に

設
け

る
。

④
図

３
に

煙
感

知
器

の
配

置
イメ

ー
ジ

を
⽰

す
。

⽕
災

感
知

器
の

種
類

⽕
災

感
知

器
の

設
置

個
数

の
考

え
⽅

消
防

法
施

⾏
規

則
取

付
け

⾯
⾼

さ
設

置
個

数
当

た
りの

床
⾯

積

煙
感

知
器

光
電

ア
ナ

ログ
式

ス
ポ

ット
型

1種
及

び
2種

相
当

4 
m

未
満

15
0 

m
2

第
23

条
第

4項
第

7号

4 
m

以
上

20
 m

未
満

75
 m

2※

3種
相

当
4 

m
未

満
50

 m
2

光
電

式
ス

ポ
ット

型
（

⾮
ア

ナ
ログ

式
）

（
防

爆
型

含
む

）
1種

及
び

2種
4 

m
未

満
15

0 
m

2

4 
m

以
上

20
 m

未
満

75
 m

2※

3種
4 

m
未

満
50

 m
2

図
３

煙
感

知
器

の
配

置
イメ

ー
ジ

S
S

①
0.

6ｍ
以

上
突

出
した

は
り等

⼩
区

画
(1

)
⼩

区
画

(2
)

S

凡
例

︓
煙

感
知

器

②
壁

⼜
は

は
りか

ら0
.6

ｍ
以

上
離

す

③
換

気
⼝

等
の

空
気

吹
出

し⼝
か

ら1
.5

ｍ
以

上
離

す

空
気

吹
き

出
し⼝

※
︓

15
ｍ

以
上

20
ｍ

未
満

は
2種

を
除

く。

表
９

 煙
感

知
器

の
設

置
要

件

297



15

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
（

３
）

熱
感

知
器

に
係

る
消

防
法

施
⾏

規
則

の
要

件
①

熱
感

知
器

は
，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

第
3号

の
規

定
よ

り，
感

知
区

域
（

壁
⼜

は
取

付
け

⾯
か

ら0
.4

ｍ
以

上
突

出
した

は
り等

に
よ

って
区

画
され

た
部

分
）

ご
とに

，
取

付
け

⾯
⾼

さに
応

じて
，

表
１

０
で

定
め

る
床

⾯
積

に
つ

き
1個

以
上

の
個

数
を

，
⽕

災
を

有
効

に
感

知
す

る
よ

うに
設

け
る

。
②

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

第
8号

の
規

定
よ

り，
感

知
器

は
，

作
動

式
分

布
及

び
光

電
式

分
離

型
の

も
の

並
び

に
炎

感
知

器
を

除
き

，
換

気
⼝

等
の

空
気

吹
出

し⼝
か

ら1
.5

ｍ
以

上
離

れ
た

位
置

に
設

け
る

。
③

図
４

に
熱

感
知

器
の

配
置

イメ
ー

ジ
を

⽰
す

。

図
４

熱
感

知
器

の
配

置
イメ

ー
ジ

⽕
災

感
知

器
の

種
類

⽕
災

感
知

器
の

設
置

個
数

の
考

え
⽅

消
防

法
施

⾏
規

則
取

付
け

⾯
⾼

さ
設

置
個

数
当

た
りの

床
⾯

積

熱
感

知
器

熱
ア

ナ
ログ

式
ス

ポ
ット

型
特

種
相

当
4 

m
未

満
70

 m
2 

※

第
23

条
第

4項
第

3号

4 
m

以
上

8 
m

未
満

35
 m

2 
※

定
温

式
ス

ポ
ット

型
（

⾮
ア

ナ
ログ

式
）

（
防

爆
型

含
む

）

特
種

4 
m

未
満

70
 m

2 
※

4 
m

以
上

8 
m

未
満

35
 m

2 
※

1種
4 

m
未

満
60

 m
2 

※

4 
m

以
上

8 
m

未
満

30
 m

2 
※

2種
4 

m
未

満
20

 m
2 

※

4 
m

以
上

8 
m

未
満

－
※

︓
主

要
構

造
部

を
耐

⽕
構

造
とし

た
防

⽕
対

象
物

⼜
は

その
部

分
に

お
け

る
設

置
個

数
当

た
りの

床
⾯

積
を

⽰
す

。

①
0.

4ｍ
以

上
突

出
した

は
り等

⼩
区

画
(1

)
⼩

区
画

(2
)

凡
例

︓
熱

感
知

器

②
換

気
⼝

等
の

空
気

吹
出

し⼝
か

ら1
.5

ｍ
以

上
離

す

空
気

吹
き

出
し⼝

表
１

０
 熱

感
知

器
の

設
置

要
件

298



16

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
（

４
）

熱
感

知
器

に
係

る
⾃

動
⽕

災
報

知
設

備
⼯

事
基

準
書

の
設

置
要

件
①

⾃
動

⽕
災

報
知

設
備

⼯
事

基
準

書
（

⽕
災

報
知

機
⼯

業
会

発
⾏

）
に

定
め

る
熱

感
知

器
の

設
計

（
⼩

区
画

が
連

続
して

あ
る

場
合

）
は

り等
の

深
さが

0.
4ｍ

以
上

1ｍ
未

満
で

⼩
区

画
が

連
続

して
い

る
場

合
は

，
表

１
１

に
⽰

す
⾯

積
の

範
囲

内
ご

とに
同

⼀
感

知
区

域
とす

る
こと

が
で

き
る

。こ
の

場
合

，
図

５
の

よ
うに

各
区

画
は

感
知

器
を

設
置

した
区

画
と隣

接
して

い
な

け
れ

ば
な

らな
い

。
②

熱
感

知
器

の
配

置
の

変
更

に
当

た
って

は
，

⾃
動

⽕
災

報
知

設
備

⼯
事

基
準

書
の

要
件

に
従

い
配

置
す

る
。

図
５

⼩
区

画
が

連
続

して
あ

る
場

合
の

熱
感

知
器

の
設

置
イメ

ー
ジ

⽕
災

感
知

器
の

種
類

感
知

区
域

の
合

計
⾯

積
耐

⽕
※

その
他

熱
感

知
器

熱
ア

ナ
ログ

式
ス

ポ
ット

型
15

m
2

10
m

2

定
温

式
ス

ポ
ット

型
(⾮

ア
ナ

ログ
式

)
（

防
爆

型
含

む
）

特
種

15
m

2
10

m
2

1種
13

m
2

8m
2

0.
4m

以
上

1ｍ
未

満
の

は
り等

下
表

に
記

載
の

合
計

⾯
積

の
範

囲
内

で
あ

る
こと

。
（

→
印

の
よ

うに
各

区
画

に
接

して
い

る
こと

。）

凡
例

︓
熱

感
知

器

※
︓

主
要

構
造

部
を

耐
⽕

構
造

とし
た

防
⽕

対
象

物
⼜

は
その

部
分

に
お

け
る

設
置

個
数

当
た

りの
床

⾯
積

を
⽰

す
。

表
１

１
 ⼩

区
画

が
連

続
して

あ
る

場
合

の
熱

感
知

器
の

設
置

要
件

299



17

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
（

５
）

煙
感

知
器

に
係

る
⾃

動
⽕

災
報

知
設

備
⼯

事
基

準
書

の
設

置
要

件
①

⾃
動

⽕
災

報
知

設
備

⼯
事

基
準

書
（

⽕
災

報
知

機
⼯

業
会

発
⾏

）
に

定
め

る
煙

感
知

器
の

設
計

（
⼩

区
画

が
連

続
して

あ
る

場
合

）
は

り等
の

深
さが

0.
6ｍ

以
上

1ｍ
未

満
で

⼩
区

画
が

連
続

して
い

る
場

合
は

，
表

１
２

に
⽰

す
⾯

積
の

範
囲

内
ご

とに
同

⼀
感

知
区

域
とす

る
こと

が
で

き
る

。こ
の

場
合

，
図

６
の

よ
うに

各
区

画
は

感
知

器
を

設
置

した
区

画
と隣

接
して

い
な

け
れ

ば
な

らな
い

。
②

煙
感

知
器

の
配

置
の

変
更

に
当

た
って

は
，

⾃
動

⽕
災

報
知

設
備

⼯
事

基
準

書
の

要
件

に
従

い
配

置
す

る
。

⽕
災

感
知

器
の

種
類

感
知

区
域

の
合

計
⾯

積
⽕

災
感

知
器

取
付

け
⾯

⾼
さ

4ｍ
未

満
⽕

災
感

知
器

取
付

け
⾯

⾼
さ

4ｍ
以

上
8ｍ

未
満

⽕
災

感
知

器
取

付
け

⾯
⾼

さ
8ｍ

以
上

15
ｍ

未
満

⽕
災

感
知

器
取

付
け

⾯
⾼

さ
15

ｍ
以

上
20

ｍ
未

満

煙
感

知
器

1種
60

m
2

60
m

2
40

m
2

40
m

2

2種
60

m
2

60
m

2
40

m
2

3種
20

m
2

0.
6m

以
上

1ｍ
未

満
の

は
り等

下
表

に
記

載
の

合
計

⾯
積

の
範

囲
内

で
あ

る
こと

。
（

→
印

の
よ

うに
各

区
画

に
接

して
い

る
こと

。）

S

S

凡
例

︓
煙

感
知

器

図
６

⼩
区

画
が

連
続

して
あ

る
場

合
の

煙
感

知
器

の
設

置
イメ

ー
ジ

表
１

２
 ⼩

区
画

が
連

続
して

あ
る

場
合

の
煙

感
知

器
の

設
置

要
件

300



18

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更
（

６
）

熱
感

知
器

に
係

る
⾃

動
⽕

災
報

知
設

備
⼯

事
基

準
書

の
設

置
要

件
①

⾃
動

⽕
災

報
知

設
備

⼯
事

基
準

書
（

⽕
災

報
知

機
⼯

業
会

発
⾏

）
に

定
め

る
熱

感
知

器
の

設
計

（
aの

距
離

が
1ｍ

以
上

離
れ

て
い

る
場

合
）

感
知

器
は

，
換

気
⼝

等
の

空
気

吹
出

し⼝
か

ら1
.5

ｍ
以

上
離

れ
た

位
置

に
設

け
る

が
，

aの
距

離
が

1ｍ
以

上
離

れ
て

い
る

場
合

は
状

況
に

よ
り1

.5
ｍ

以
内

とす
る

こと
が

で
き

る
。（

図
７

）
②

熱
感

知
器

の
配

置
の

変
更

に
当

た
って

は
，

⾃
動

⽕
災

報
知

設
備

⼯
事

基
準

書
の

要
件

に
従

い
配

置
す

る
。

1.
5ｍ

空 気 吹 出 ⼝

a≧
１

ｍ
熱

感
知

器

凡
例

︓
熱

感
知

器

図
７

空
気

吹
出

し⼝
付

近
の

熱
感

知
器

の
設

置
イメ

ー
ジ

301



19

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更

凡
例

凡
例

理
由

Ａ
煙

感
知

器
は

り等
の

深
さが

0.
6m

以
上

1m
未

満
で

⼩
区

画
が

連
続

して
い

る
場

合
，

取
付

け
⾯

⾼
さに

応
じた

⾯
積

の
範

囲
内

ご
とに

同
⼀

感
知

区
域

とす
る

こと
が

で
き

る
。た

だ
し，

感
知

⾯
積

の
範

囲
内

で
，

か
つ

，
感

知
器

を
設

置
した

区
画

に
他

の
区

画
が

接
して

い
る

こと
。

Ｂ
熱

感
知

器
は

り等
の

深
さが

0.
4m

以
上

1m
未

満
で

⼩
区

画
が

連
続

して
い

る
場

合
，

取
付

け
⾯

⾼
さに

応
じた

⾯
積

の
範

囲
内

ご
とに

同
⼀

感
知

区
域

とす
る

こと
が

で
き

る
。こ

の
場

合
，

各
区

画
は

感
知

器
を

設
置

した
区

画
に

隣
接

して
い

な
け

れ
ば

な
らな

い
。

C
炎

感
知

器
⾼

さ8
m

以
上

の
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
に

つ
い

て
は

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
第

⼆
号

に
よ

り熱
感

知
器

の
設

置
が

認
め

られ
な

い
。

その
た

め
，

⾮
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

を
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
⼜

は
消

防
法

施
⾏

規
則

等
と同

等
以

上
の

⽅
法

で
設

置
す

る
。

D
炎

感
知

器
屋

外
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
は

消
防

法
施

⾏
規

則
の

適
⽤

対
象

で
は

な
い

た
め

，
異

な
る

種
類

の
⽕

災
感

知
器

の
それ

ぞ
れ

を
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
⼜

は
消

防
法

施
⾏

規
則

等
と同

等
以

上
の

⽅
法

に
よ

り設
置

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
。そ

の
た

め
，

⽕
災

の
検

知
に

影
響

を
及

ぼ
す

死
⾓

が
な

い
よう

⾮
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

を
設

置
す

る
。

E
煙

感
知

器
油

タン
ク及

び
蓄

電
池

が
設

置
され

て
い

る
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
は

，
燃

料
及

び
電

解
液

が
気

化
す

る
こと

で
，

発
⽕

性
⼜

は
引

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

で
あ

る
こと

か
ら⾮

アナ
ログ

式
の

防
爆

型
の

煙
感

知
器

及
び

⾮
アナ

ログ
式

の
防

爆
型

の
熱

感
知

器
を設

置
す

る
。

熱
感

知
器

F
煙

感
知

器
⾼

線
量

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
主

蒸
気

管
トン

ネ
ル

室
に

つ
い

て
は

，
ア

ナ
ログ

式
の

⽕
災

感
知

器
は

放
射

線
の

影
響

に
よ

り故
障

が
想

定
され

る
。そ

の
た

め
，

放
射

線
の

影
響

を
受

け
な

い
よ

う，
検

出
器

部
位

を
当

該
区

画
外

に
配

置
す

る
ア

ナ
ログ

式
煙

吸
引

式
検

出
設

備
と⾮

ア
ナ

ログ
式

の
熱

感
知

器
を

設
置

す
る

。
熱

感
知

器
G

熱
感

知
器

階
段

室
の

熱
感

知
器

は
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
第

⼆
号

に
よ

り垂
直

距
離

が
8m

未
満

とな
る

よ
うに

熱
感

知
器

を
設

置
す

る
。

表
１

３
消

防
法

適
合

確
認

凡
例

⼀
覧

６
．

⽕
災

区
域

⼜
は

⽕
災

区
画

に
お

け
る

⽕
災

感
知

器
等

の
配

置


５
．

の
対

応
⽅

針
に

基
づ

き
配

置
した

⽕
災

感
知

器
等

の
配

置
の

例
とし

て
，

次
⾴

以
降

に
原

⼦
炉

建
屋

原
⼦

炉
棟

３
階

通
路

部
及

び
海

⽔
ポ

ンプ
室

の
⽕

災
感

知
器

等
の

配
置

を
⽰

す
。


設

置
個

数
⼀

覧
表

の
「消

防
法

適
合

確
認

」欄
に

は
，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

に
基

づ
き

設
計

を
⾏

った
場

合
に

は
「○

」，
表

１
３

に
⽰

す
⽅

法
に

基
づ

き
設

計
を

⾏
った

場
合

に
は

、設
計

に
応

じた
凡

例
を

記
載

す
る

。な
お

、熱
感

知
カメ

ラに
つ

い
て

は
、消

防
⽤

設
備

⾮
適

合
品

の
た

め
「消

防
法

適
合

確
認

」は
記

載
を

省
略

す
る

。
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20

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更

凡
例

凡
例

理
由

C
炎

感
知

器
⾼

さ8
m

以
上

の
エ

リア
に

つ
い

て
は

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
第

⼆
号

に
よ

り熱
感

知
器

を
設

置
が

認
め

られ
な

い
。

その
た

め
，

⾮
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

を
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
⼜

は
消

防
法

施
⾏

規
則

等
と同

等
以

上
の

⽅
法

で
設

置
す

る
。

表
１

５
消

防
法

適
合

確
認

凡
例

⼀
覧

（
抜

粋
）

表
１

４
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
に

お
け

る
⽕

災
感

知
器

等
の

設
置

個
数

⼀
覧

表
例

（
原

⼦
炉

建
屋

原
⼦

炉
棟

３
階

通
路

部
）

⽕
災

区
域

⼜
は

区
画

番
号

⽕
災

区
画

（
部

屋
）

名
称

感
知

区
域

取
付

⾼
さ

（
ｍ

）
⾯

積
（

㎡
）

煙
感

知
器

（
光

電
ア

ナ
ログ

式
ス

ポ
ット

型
感

知
器

）
熱

感
知

器
（

熱
ア

ナ
ログ

式
ス

ポ
ット

型
感

知
器

）
炎

感
知

器
（

⾚
外

線
３

波
⻑

式
炎

感
知

器
）

消
防

法
設

置
個

数
設

置
個

数
消

防
法

適
合

確
認

消
防

法
設

置
個

数
設

置
個

数
消

防
法

適
合

確
認

設
置

個
数

消
防

法
適

合
確

認

R-
3-

1(
2)

3階
通

路
(⻄

)

11
8ｍ

未
満

55
.1

2 
1

1
○

2
2

○
－

－
12

8ｍ
未

満
23

.2
5 

1
1

○
1

1
○

－
－

13
15

ｍ
未

満
57

.7
5 

1
1

○
－

－
－

3
C

14
15

ｍ
未

満
51

.0
3 

1
1

○
－

－
－

2
C

15
15

ｍ
未

満
22

.4
4 

1
1

○
－

－
－

1
C

16
15

ｍ
未

満
28

.5
6 

1
1

○
－

－
－

1
C

17
15

ｍ
未

満
47

.3
9 

1
1

○
－

－
－

2
C

18
8ｍ

未
満

22
.7

4 
1

1
○

1
1

○
－

－
19

8ｍ
未

満
19

.3
7 

1
1

○
1

1
○

－
－

20
8ｍ

未
満

14
.0

8 
1

1
○

1
1

○
－

－
21

8ｍ
未

満
14

.0
3 

1
1

○
1

1
○

－
－


５

．
の

対
応

⽅
針

に
基

づ
き

配
置

した
⽕

災
感

知
器

等
の

配
置

の
例

とし
て

，
原

⼦
炉

建
屋

原
⼦

炉
棟

３
階

通
路

部
の

⽕
災

感
知

器
等

の
配

置
を

表
１

４
に

⽰
す

。


取
付

⾯
⾼

さが
8ｍ

を
超

え
る

感
知

区
域

に
つ

い
て

は
，

表
１

５
の

凡
例

Ｃ
に

⽰
す

とお
り，

炎
感

知
器

を
選

定
す

る
。
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21

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更

図
８

原
⼦

炉
建

屋
原

⼦
炉

棟
３

階
通

路
部

⽕
災

感
知

器
等

配
置

図
（

R-
3-

1(
2)

 3
階

通
路

(⻄
) 

）


原

⼦
炉

建
屋

原
⼦

炉
棟

３
階

通
路

部
に

つ
い

て
，

⽕
災

感
知

器
の

配
置

を
図

８
に

⽰
す

。


感
知

区
域

ご
とに

取
付

⾯
⾼

さ及
び

床
⾯

積
に

応
じて

⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

設
置

個
数

を
設

定
す

る
。
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22

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更

表
１

６
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
に

お
け

る
⽕

災
感

知
器

等
の

設
置

個
数

⼀
覧

表
例

（
海

⽔
ポ

ンプ
室

）


５

．
の

対
応

⽅
針

に
基

づ
き

配
置

した
⽕

災
感

知
器

等
の

配
置

の
例

とし
て

，
海

⽔
ポ

ンプ
室

の
⽕

災
感

知
器

等
の

配
置

を
表

１
６

に
⽰

す
。


屋

外
の

⽕
災

区
域

で
あ

る
海

⽔
ポ

ン
プ

室
に

つ
い

て
は

，
表

１
７

の
凡

例
D

に
⽰

す
とお

り，
⾮

ア
ナ

ログ
式

の
炎

感
知

器
を

⽕
災

の
検

知
に

影
響

を
及

ぼ
す

死
⾓

が
な

い
よ

う設
置

す
る

。ま
た

，
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

カメ
ラに

つ
い

て
も

，
⽕

災
の

検
知

に
影

響
を

及
ぼ

す
死

⾓
が

な
い

よ
うに

設
置

す
る

。

⽕
災

区
域

⼜
は

区
画

番
号

⽕
災

区
画

（
部

屋
）

名
称

感
知

区
域

取
付

⾼
さ

（
ｍ

）
⾯

積
（

ｍ
2 ）

炎
感

知
器

（
⾚

外
線

３
波

⻑
式

炎
感

知
器

）
熱

感
知

カメ
ラ

消
防

法
設

置
個

数
設

置
個

数
消

防
法

適
合

確
認

設
置

個
数

O
-2

海
⽔

ポ
ンプ

室
北

側
－

8ｍ
未

満
86

.2
4 

8
8

D
4

O
-3

海
⽔

ポ
ンプ

室
南

側
－

8ｍ
未

満
10

5.
59

 
8

8
D

4

凡
例

凡
例

理
由

D
炎

感
知

器
屋

外
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
は

消
防

法
施

⾏
規

則
の

適
⽤

対
象

で
は

な
い

た
め

，
異

な
る

種
類

の
⽕

災
感

知
器

の
それ

ぞ
れ

を
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
⼜

は
消

防
法

施
⾏

規
則

等
と同

等
以

上
の

⽅
法

に
よ

り設
置

す
る

こと
が

困
難

で
あ

る
。そ

の
た

め
，

⽕
災

の
検

知
に

影
響

を
及

ぼ
す

死
⾓

が
な

い
よう

⾮
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

を
設

置
す

る
。

表
１

７
消

防
法

適
合

確
認

凡
例

⼀
覧

（
抜

粋
）
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23

⽕
災

防
護

審
査

基
準

改
正

に
伴

う⽕
災

感
知

器
の

種
別

及
び

配
置

の
変

更

図
９

海
⽔

ポ
ンプ

室
⽕

災
感

知
器

等
配

置
図


海

⽔
ポ

ンプ
室

の
⽕

災
感

知
器

等
の

配
置

を
図

９
に

⽰
す

。
•⾮

ア
ナ

ログ
式

の
炎

感
知

器
を

⽕
災

の
検

知
に

影
響

を
及

ぼ
す

死
⾓

が
な

い
よ

う設
置

す
る

。
•ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

カメ
ラに

つ
い

て
も

，
⽕

災
の

検
知

に
影

響
を

及
ぼ

す
死

⾓
が

な
い

よ
うに

設
置

す
る

。
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